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熱海市逢初川源頭部に係る措置命令等に関する訴訟の判決（敗訴）

１ 要 旨

逢初川源頭部の不安定土砂に関し、静岡県盛土等の規制に関する条例（以下「盛

土条例」という｡)に基づき県が行った措置命令等の処分の取消し等を求められた訴

訟について、本日、静岡地方裁判所において、判決が言い渡された。（県敗訴）

２ 事件の概要

３ 判決の内容

・ 費用納付命令を取り消す。

・ 費用納付命令の無効確認を求める請求は棄却する。

・ その余の部分は却下する。

・ 訴訟費用は被告の負担とする。

４ 知事コメント

判決書の内容を精査の上、対応を検討してまいりたいと考えております。

項 目 内 容

事件番号
①令和４年(行ウ)第24号、②令和５年(行ウ)第11号、

③令和６年(行ウ)第10号、④令和６年(行ウ)第17号 ※４事件併合

訴状送達

年 月 日

①令和４年10月11日、②令和５年３月10日、

③令和６年３月８日、④令和６年７月１日

原 告 株式会社新幹線ビルディング

被 告 静岡県

請求の趣旨

(訴えの内容)

ア 熱海市長がした土採取等規制条例に基づく措置命令の取消し･

無効確認

イ 知事がした盛土条例に基づく措置命令の取消し･無効確認

ウ 知事がした行政代執行法に基づく戒告、代執行令及び行政代執

行の取消し･無効確認

エ 知事がした行政代執行法に基づく費用納付命令の取消し･無効

確認

参加者募集告知 ・ 催事等の当日取材 ・ 実施事業等の紹介 ・ 調査結果等の公表


